


四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
い
う
。

（
総
括
個
人
情
報
管
理
者
）

第
三
条

国
家
公
安
委
員
会
に
、
総
括
個
人
情
報
管
理
者
一
人
を
置
き
、
警
察
庁
長
官
官
房
国
家
公
安
委
員
会
会
務
官
を
も
っ

て
充
て
る
。

２

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
類
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
個
人
情
報
管
理
担
当
者
）

第
四
条

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
警
察
庁
職
員
の
う
ち
か
ら
、
個
人
情
報
管
理
担
当
者
を
指
名
す
る
。

２

個
人
情
報
管
理
担
当
者
は
、
総
括
個
人
情
報
管
理
者
の
命
を
受
け
、
こ
の
規
則
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に

必
要
な
事
務
を
行
う
。

（
正
確
性
の
確
保
）



第
五
条

警
察
庁
職
員
は
、
保
有
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要

な
範
囲
内
で
、
過
去
又
は
現
在
の
事
実
と
合
致
す
る
よ
う
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
を
す
る
も
の
と

す
る
。

（
取
扱
い
の
制
限
）

第
六
条

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
警
察
庁
職
員
が
そ
の
業
務
の
目
的
以
外
の
目
的
で
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
の

な
い
よ
う
、
教
育
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

２

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
及
び
そ
れ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
応
じ
、

次
の
事
項
を
定
め
て
警
察
庁
職
員
に
遵
守
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

取
り
扱
う
権
限
を
有
す
る
者
の
範
囲

二

電
気
通
信
を
利
用
し
て
伝
達
す
る
場
合
に
お
け
る
注
意
事
項

三

取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
場
所

四

保
存
す
べ
き
場
所

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
制
限
に
関
す
る
事
項



（
廃
棄
及
び
削
除
）

第
七
条

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
焼
却
そ
の
他
漏

え
い
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

２

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
が
不
要
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
削
除
す
る

も
の
と
す
る
。

（
事
故
発
生
時
の
措
置
）

第
八
条

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
漏
え
い
そ
の
他
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

事
故
の
原
因
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
括
個
人
情
報
管
理
者
は
、
事
故
の
再
発
防
止
に
資
す
る
た
め
、
前
項
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
保
有
個
人
情
報
の
管

理
の
方
法
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
括
個
人
情
報
管
理
者
が
定

め
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


